
 

（資料２） 

不当廉売関税の課税手続の流れ 

 
 

国内産業の利害関係者からの課税申請 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
調 査 開 始 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
不 当 廉 売 関 税 課 税 

（期間：原則５年以内） 

 

 

不当廉売及び損害の事実が

推定でき、輸出者から価格修

正等の約束の申出がある場

合 
 

（約 束） 

約束受諾 
（有効期間５年以内） 

（暫定措置） 
不当廉売及び損害の事実が

推定でき、調査中産業を保護

する必要がある場合 
 

 暫定措置発動 
  暫定的な関税課税 

  又は担保提供 
（調査開始８か月後目途） 
（期間：原則４か月以内） 
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最
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か
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内
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財務大臣あて 

 

 

 

 

 

 

三大臣（注）、 

相互通知 

 

 

三大臣は調査で

緊密に連携し、

協議する 

 

 

 

 

 

 

 

 政令閣議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 政令閣議 

（注）三大臣とは、財務大臣、経済産業大臣、産業所管大臣。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員に通知 

報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

諮問・答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告 

諮問・答申 

 

 

 

 

 

（関税・外国為替等審議会 

関税分科会特殊関税部会） （政 府） 

利害関係者による意見 

政令公布 

政令公布 

課税せず 

調査開始せず 

※関税定率法第８条第８項 
※不当廉売関税等に関する手

続等についてのガイドライ

ン 14 

重要事実の開示 


